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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット材を含むスパッタリングターゲットであって、前記ターゲット材が、そのス
パッタリング面において、中央に位置する円形の平坦な第１の領域と、前記第１の領域の
外側に前記第１の領域と同心円状に配置されるリング状の第２の領域とを有し、前記第１
の領域は、前記第２の領域に対して、１ｍｍ～４ｍｍ低い位置に配置されていて、前記第
２の領域の厚さが２５ｍｍ～３５ｍｍであり、前記第１の領域の直径が、前記スパッタリ
ング面の外周の直径の６０％～７５％であり、前記第１の領域が、エロージョン量が最大
となる領域を含まず、エロージョン量が最大となる領域が、前記スパッタリング面の外周
の直径の６０％より大きく７８．３％以下の範囲以内にあることを特徴とする、スパッタ
リングターゲット。
【請求項２】
　前記ターゲット材がその周縁部に段差を有していないことを特徴とする、請求項１に記
載のスパッタリングターゲット。
【請求項３】
　前記ターゲット材がアルミニウムまたはアルミニウム合金から成ることを特徴とする、
請求項１または２に記載のスパッタリングターゲット。
【請求項４】
　ターゲット材を含むスパッタリングターゲットを用いた薄膜の製造方法であって、前記
ターゲット材が、そのスパッタリング面において、中央に位置する円形の平坦な第１の領
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域と、前記第１の領域の外側に前記第１の領域と同心円状に配置されるリング状の第２の
領域とを有し、前記第１の領域は、前記第２の領域に対して、１ｍｍ～４ｍｍ低い位置に
配置されていて、前記第２の領域の厚さが２５ｍｍ～３５ｍｍであり、前記第１の領域の
直径が、前記スパッタリング面の外周の直径の６０％～７５％であることを特徴とするス
パッタリングターゲットを、前記第１の領域が、エロージョン量が最大となる領域を含ま
ず、かつ、エロージョン量が最大となる領域が、前記スパッタリング面の外周の直径の６
０％より大きく７８．３％以下の範囲以内にあるようにスパッタリングして、前記スパッ
タリングターゲットに対して距離を置いて配置された基板上に、前記ターゲット材に由来
する薄膜を形成することを含む製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スパッタリングターゲットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スパッタリングは、真空下においてアルゴンなどの不活性ガスを導入して基板とターゲ
ット材との間に直流の高電圧を印加することによって、プラズマ化（又はイオン化）した
不活性ガスをターゲット材に衝突させてターゲット材中に含まれるターゲット原子を叩き
出し、その叩き出された原子を基板上に堆積させて、この基板上に薄膜を形成する方法で
ある。
【０００３】
　例えば、ターゲット材のスパッタリング面（すなわちターゲット材においてプラズマ化
（又はイオン化）した不活性ガスが衝突する面）の裏側にマグネットを配置して、成膜速
度を高めたマグネトロンスパッタリングなどが一般によく知られている。
【０００４】
　このようなスパッタリングに用いられるスパッタリングターゲットは、一般にディスク
形状の表面が平坦なターゲット材を含み、そのスパッタリング面は円形である。
【０００５】
　これに対して、寿命を向上させるべく、例えば特許文献１には、長寿命のスパッタリン
グターゲットが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４２１３０３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、当該分野では、さらに長寿命のスパッタリングターゲットの開発が望まれてい
る。なぜなら、スパッタリングターゲットの寿命を長くすることによって、スパッタリン
グ装置の稼働効率が向上し、基板上での成膜効率がさらに向上するからである。
【０００８】
　スパッタリングターゲットの長寿命化は、そのターゲット材の厚さを全体的に厚くすれ
ば達成できるものと考えられる。
【０００９】
　しかし、ターゲット材の厚さを全体的に厚くすると、ターゲット材のスパッタリング面
と、基板との間の距離（以下、「ＴＳ距離」と呼ぶ場合もある）が小さくなるため、スパ
ッタリングの初期段階において、基板上に形成される薄膜の膜厚均一性が低下する。
【００１０】
　また、ターゲット材の厚さを単に大きくしてスパッタリングを行うと、時間の経過とと
もにターゲット材のエロージョンが激しくなる箇所（特にターゲット材の外周部付近）や
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ターゲット材が消費されにくい箇所（特にターゲット材の中央部付近）が形成され、長時
間にわたってスパッタリングを行うと、その差が甚大となり、基板上に形成される薄膜の
膜厚均一性が大きく低下することになる。
【００１１】
　このようにスパッタリングターゲットの長寿命化を目的としてターゲット材の厚さを単
に大きくすると、スパッタリングの初期段階からその終了時まで、いずれの段階において
も基板上に形成される薄膜の膜厚均一性を確保することは困難であった。
【００１２】
　そこで本発明では、上記の問題に鑑みて、スパッタリングターゲットの長寿命化と、そ
の間にわたって基板上に形成される薄膜の膜厚均一性との両立の達成を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、鋭意研究の結果、スパッタリングターゲットのターゲット材のスパッタリ
ング面において、その中央に位置する円形の平坦な第１の領域と、この第１の領域の外側
に第１の領域と同心円状に配置されるリング状の第２の領域とを形成し、第１の領域を第
２の領域に対して、最大で第２の領域の厚さの１５％低い位置に配置して、第１の領域の
直径をスパッタリング面の外周の直径の６０％～８０％とすることによって、積算電力で
１８００ｋＷｈ以上の長寿命化を達成し、なおかつその間にわたって、基板上に形成され
る薄膜において優れた膜厚均一性を確保できることを見出し、本発明を完成するに至った
。
【００１４】
　本発明は、以下のスパッタリングターゲットを提供するが、本明細書中の開示は、以下
のスパッタリングターゲットに限定されるものではない。
【００１５】
　［１］
　ターゲット材を含むスパッタリングターゲットであって、前記ターゲット材が、そのス
パッタリング面において、中央に位置する円形の平坦な第１の領域と、前記第１の領域の
外側に前記第１の領域と同心円状に配置されるリング状の第２の領域とを有し、前記第１
の領域は、前記第２の領域に対して、最大で前記第２の領域の厚さの１５％低い位置に配
置されていて、前記第１の領域の直径が、前記スパッタリング面の外周の直径の６０％～
８０％であることを特徴とする、スパッタリングターゲット。
　［２］
　前記第１の領域が、前記第２の領域に対して、前記第２の領域の厚さの４％～１２％低
い位置にあることを特徴とする、上記［１］に記載のスパッタリングターゲット。
　［３］
　前記ターゲット材における前記第１の領域の厚さが２０ｍｍ～３０ｍｍであることを特
徴とする、上記［１］または［２］に記載のスパッタリングターゲット。
　［４］
　前記ターゲット材における前記第２の領域の厚さが２５ｍｍ～３５ｍｍであることを特
徴とする、上記［１］～［３］のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲット。
　［５］
　前記ターゲット材がその周縁部に段差を有していないことを特徴とする、上記［１］～
［４］のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲット。
　［６］
　前記ターゲット材がアルミニウムまたはアルミニウム合金から成ることを特徴とする、
上記［１］～［５］のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲット。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、スパッタリングターゲットの長寿命化、特に１８００ｋＷｈ以上のロ
ングライフと、その間に基板上に形成された薄膜における優れた膜厚均一性との両立を達
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成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のスパッタリングターゲットの一実施形態を示す斜視図。
【図２】本発明のスパッタリングターゲットの一実施形態を模式的に示す上面図および断
面図。
【図３】標準形状のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔ０および本発明のスパッ
タリングターゲットのターゲット材Ｔを模式的に示す断面図。
【図４】標準形状のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔ０ならびに比較例１およ
び２のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ１およびＴｃ２をそれぞれ模式的に
示す断面図。
【図５】標準形状のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔ０ならびに比較例３およ
び４のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ３およびＴｃ４をそれぞれ模式的に
示す断面図。
【図６】比較例１および２のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ１およびＴｃ

２の上面図。
【図７】比較例３および４のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ３およびＴｃ

４の上面図。
【図８】比較例５のスパッタリングターゲットを模式的に示す上面図および断面図。
【図９】直径２００ｍｍの基板上での薄膜の４９点でのシート抵抗値（Ω／□）の測定点
（Ｐｏｉｎｔ　１～４９）を示す模式図。
【図１０】参照例（標準形状）のスパッタリングターゲットを用いた場合の膜厚均一性を
示すグラフ。
【図１１】参照例（標準形状）のスパッタリングターゲットを用いた場合の平均膜厚に対
する膜厚（％）を示すグラフ。
【図１２】実施例１および参照例（標準形状）のスパッタリングターゲットを用いた場合
の膜厚均一性を示すグラフ。
【図１３】実施例１のスパッタリングターゲットを用いた場合の平均膜厚に対する膜厚（
％）を示すグラフ。
【図１４】比較例１および参照例（標準形状）のスパッタリングターゲットを用いた場合
の膜厚均一性を示すグラフ。
【図１５】比較例１のスパッタリングターゲットを用いた場合の平均膜厚に対する膜厚（
％）を示すグラフ。
【図１６】比較例２および参照例（標準形状）のスパッタリングターゲットを用いた場合
の膜厚均一性を示すグラフ。
【図１７】比較例２のスパッタリングターゲットを用いた場合の平均膜厚に対する膜厚（
％）を示すグラフ。
【図１８】比較例２および参照例（標準形状）のスパッタリングターゲットのターゲット
材のエロージョン量を示すグラフ。
【図１９】参照例（標準形状）、比較例１および実施例１のスパッタリングターゲットの
各ターゲット材のエロージョン量を示すグラフ。
【図２０】比較例４のスパッタリングターゲットにおいて、積算電力と基板上に形成され
る薄膜の膜厚との関係を示すグラフ。
【図２１】比較例３のスパッタリングターゲットにおいて、積算電力と基板上に形成され
る薄膜の膜厚との関係を示すグラフ。
【図２２】１００ｋＷｈにおいて、第１の領域と第２の領域との間の距離ｄ１（ｍｍ）と
、基板上に形成される薄膜の膜厚との関係を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明のスパッタリングターゲットを添付の図面を参照しながら以下に具体的な実施形
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態を挙げて詳しく説明する。ただし、本発明のスパッタリングターゲットは、以下の実施
形態に限定されるものではない。
【００１９】
　＜スパッタリングターゲット＞
　本発明のスパッタリングターゲットの一実施形態を図１および２に模式的に示す。なお
、図１および２において示される本発明のスパッタリングターゲットは、例示のために模
式的に示されるものであり、実際の寸法および形状は本明細書中に定義する通りである。
【００２０】
　本発明のスパッタリングターゲット１０は、図１および２に示す通り、ターゲット材Ｔ
を含む。
【００２１】
　ターゲット材Ｔは、スパッタリングによりプラズマ化（またはイオン化）した不活性ガ
スを受けるスパッタリング面Ｓを含む。スパッタリング面Ｓは、その中央に位置する円形
の平坦な第１の領域１と、この第１の領域１の外側にあって、この第１の領域１と同心円
状に配置されるリング状の第２の領域２とを含む。なお、図示する実施形態では、第１の
領域１および第２の領域２は、いずれも平面で示されるが、これらは平面に限定されるも
のではない。
【００２２】
　本発明において、第１の領域１は、第２の領域２に対して、最大で第２の領域の厚さの
１５％低い位置（垂直下方）に好ましくは互いに平行に配置され得る。
【００２３】
　また、図示する実施形態では、第１の領域１と第２の領域２との間に中間領域３が存在
し、これは第１の領域１と第２の領域２とを連続して接続し得るものである。
【００２４】
　従って、図示する実施形態のスパッタリングターゲット１０では、ターゲット材Ｔは、
第１の領域１と、第２の領域２と、それらの中間領域３とから構成されるスパッタリング
面Ｓを有する。
【００２５】
　図２の上面図で示すように、スパッタリング面Ｓは、円形の外周を有するものであり（
このとき、スパッタリング面Ｓの外周は、第２の領域２の外周に一致する）、第１の領域
１の直径は、このスパッタリング面Ｓの外周の直径の６０％～８０％、好ましくは６０％
～７５％、より好ましくは６５％～７５％、さらに好ましくは６７％～７２％である。
【００２６】
　本発明のスパッタリングターゲット１０は、上述の構成を有することで、例えばマグネ
トロンスパッタリング装置などのスパッタリング装置を用いたスパッタリングの際に１８
００ｋＷｈ以上の長寿命を達成することができ、なおかつ従来品と同等またはそれ以上の
膜厚均一性を有する薄膜を０～１８００ｋＷｈ以上にわたって、基板上に形成することが
できる。
【００２７】
　以下、本発明のスパッタリングターゲット１０で使用するターゲット材Ｔについて、さ
らに詳しく説明する。
【００２８】
　＜ターゲット材Ｔ＞
　ターゲット材Ｔは、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、タ
ンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、タングステン（Ｗ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、ニオブ（Ｎｂ）等の金属およびそれらの合金からなる群から選択される材
料から作製することができるが、ターゲット材Ｔを構成する材料は、これらに限定される
ものではない。
【００２９】
　ターゲット材Ｔの材料としては、アルミニウムが好ましく、例えば純度が９９．９９％
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以上、より好ましくは９９．９９９％以上のアルミニウムを使用することが特に好ましい
。
【００３０】
　また、ターゲット材Ｔの材料として、アルミニウム合金も好ましく、かかるアルミニウ
ム合金には、銅、ケイ素などの金属が含まれていてもよく、その含有量は、例えば２重量
％以下、好ましくは１重量％以下である。
【００３１】
　ターゲット材Ｔは、図１および２に示すように、円形で平坦な第１の領域１と、第２の
領域２と、必要に応じてその中間領域３とを含み、これらでスパッタリング面Ｓを形成し
得る。
【００３２】
　図２の平面図に示す通り、スパッタリング面Ｓの直径ｄ４は、例えば２６０ｍｍ～３２
５ｍｍの範囲内である。
【００３３】
　ターゲット材Ｔの裏面４（すなわちスパッタリング面Ｓの反対側の面）は、円形の外周
を有することが好ましく、その外周の直径は、例えば３３０ｍｍ～３４５ｍｍの範囲内で
ある。
【００３４】
　また、ターゲット材Ｔの裏面４は、図示する通り、円の中心を頂点とした円錐形状に凹
んで形成されていてもよい。凹みの深さは、頂点部において、通常１ｍｍ～３ｍｍである
。
【００３５】
　ターゲット材Ｔの周縁部（又は側面）５は、第２の領域２の端部から支持部材６との接
合部ｘにかけて直線的に連続した面である。図示する実施形態のように、周縁部５は、第
２の領域２の端部から支持部材６との接合部ｘに向かって進むに従って、半径方向の大き
さが増大するテーパ面や、あるいは円筒状の面であってもよい。なお、本発明において、
周縁部が「段差を有していない」とは、ターゲット材の周縁部が連続した面を有し、任意
の段差が意図的に形成されていないことを意味する。
【００３６】
　ここで、ターゲット材Ｔの接合部ｘは、図示するようにリング状の凸部（垂直下方）で
あるが、その高さに特に制限はない。また、ターゲット材Ｔの接合部ｘは、ターゲット材
Ｔの裏面４とともに平面を形成していてもよい（すなわち、面一であってもよい）。
【００３７】
　このようにターゲット材Ｔの周縁部５には段差がなく、このような段差のない周縁部５
をターゲット材の側面として設けることによって、スパッタリングターゲットの膜厚均一
性は向上し、その結果、ターゲット材の寿命が向上する。
【００３８】
　なお、周縁部５の異なる形態としては、角度の異なる複数のテーパ面を段差なく連続し
て有していてもよく、また、上方に凸となるように曲面を有していてもよい。
【００３９】
　（第１の領域１）
　第１の領域１は、図２に示す通り、スパッタリング面Ｓの中央に位置していて、円形の
平坦な形状を有する領域であり、第２の領域２よりも低い位置（垂直下方）に配置される
ものである。
【００４０】
　なお、本発明において、第１の領域１が「平坦」であるとは、第１の領域１内において
、凸部や凹部が実質的に形成されていないことを意味する。また、第１の領域１内におい
て「凸部や凹部が実質的に形成されていない」とは、第１の領域１に意図的に凸部や凹部
が形成されていないことを意味する。ただし、算術平均粗さＲａ＝７μｍ程度までの表面
粗さは、許容され得る。
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【００４１】
　なお、図示する実施形態では、第１の領域１は、平面で示されているが、上述の通り平
坦であればよく、第１の領域１は、かかる平面に限定されるものではない。
【００４２】
　また、第１の領域１は円形であり、その半径ｒ１は、例えば９５ｍｍ～１３０ｍｍ、好
ましくは９５ｍｍ～１２５ｍｍ、より好ましくは１０５ｍｍ～１２５ｍｍ、さらに好まし
くは１０８ｍｍ～１１７ｍｍである。
【００４３】
　第１の領域１と第２の領域２との間の距離ｄ１（垂直方向）は、第２の領域２の厚さｄ

３に対して、最大で１５％、好ましくは４％～１２％、より好ましくは４％～８％である
。第１の領域１と第２の領域２との間の距離ｄ１を実際の寸法で示すと、例えば４ｍｍ以
下、より好ましくは１ｍｍ～３ｍｍ、より好ましくは１ｍｍ～２ｍｍである。
【００４４】
　距離ｄ１が、第２の領域の厚さｄ３に対して１５％以下であることによって、基板上に
形成される薄膜の膜厚均一性を向上させることができる。
【００４５】
　第１の領域１におけるターゲット材Ｔの厚さｄ２は、従来の標準品（スパッタリング面
の直径：８インチ、寿命：１２００ｋＷｈ）の厚さ１９．６ｍｍ以上であり、例えば２０
ｍｍ～３０ｍｍ、好ましくは２３ｍｍ～２８ｍｍである。
【００４６】
　なお、ターゲット材Ｔの裏面４が、図示するように、その中心を頂点とした円錐形状に
凹んでいる場合には、距離ｄ２は、もっとも厚さが小さい、ターゲット材Ｔの中心での厚
さを示す。
【００４７】
　このように、本発明では、ターゲット材Ｔの第１の領域における厚さｄ２を従来の標準
品の厚さ（１９．６ｍｍ）以上に設定したにもかかわらず、１８００ｋＷｈ以上の長寿命
化が得られ、さらにその間にわたって、基板上に形成される薄膜に優れた膜厚均一性を与
えることができる。
【００４８】
　（第２の領域２）
　第２の領域２は、図２に示す通り、第１の領域の外側にあり、第１の領域と同心円状に
配置されるリング状の領域である。
【００４９】
　図２において、第２の領域２は、平面で示すが、この第２の領域２は、平面に限定され
るものではなく、例えば、その上方に湾曲して突出していてもよい。
【００５０】
　ターゲット材Ｔの第２の領域２の厚さｄ３（ターゲット材Ｔの厚さに対応する）は、例
えば２５ｍｍ～３５ｍｍ、好ましくは２５ｍｍ～３０ｍｍである。
【００５１】
　なお、ターゲット材Ｔの裏面４が、図示するように、その中心を頂点とした円錐形状に
凹んでいる場合には、かかる厚さｄ３は、ターゲット材Ｔの支持部材６との接合部ｘを除
いて、最も厚さが大きくなる箇所の厚さを示す。
【００５２】
　このように本発明では、ターゲット材Ｔの厚さｄ３を従来の標準品（スパッタリング面
の直径：８インチ、寿命：１２００ｋＷｈ）の厚さ１９．６ｍｍよりも大きくしたにもか
かわらず、１８００ｋＷｈ以上の長寿命化が達成できるだけでなく、その間にわたって、
基板上に形成される薄膜に優れた膜厚均一性を与えることもできる。
【００５３】
　また、第２の領域２におけるリング幅ｄ５（すなわち、第２の領域２の外周半径と内周
半径との差）は、例えば２５ｍｍ～６５ｍｍ、好ましくは３０ｍｍ～６５ｍｍ、より好ま
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しくは３０ｍｍ～６０ｍｍ、さらに好ましくは３６ｍｍ～５４ｍｍである。
【００５４】
　リング幅ｄ５を上記の範囲内とすることで、スパッタリングターゲットの長寿命化や、
優れた膜厚均一性などの効果が得られる。
【００５５】
　（第１の領域と第２の領域との間の中間領域３）
　図２に示す実施形態では、第１の領域１と第２の領域２との間に中間領域３が存在する
。中間領域３は、第１の領域１と第２の領域２とを連続的に接続するものであり、好まし
くは第１の領域１と第２の領域２とを直線的に接続するものである。
【００５６】
　図示するように、例えば、第１の領域１と第２の領域２とが直線的に接続されている場
合、上述の通り、図２の断面図で示すように、第１の領域１が第２の領域２よりも低い位
置にあることから、これらを接続する中間領域３は、すり鉢状の傾斜面（すなわちテーパ
面）を形成することになる。このとき、スパッタリング面Ｓは、第１の領域１を底部とす
るその断面が逆台形の凹部を有することとなる（図２の断面図参照）。
【００５７】
　図示する実施形態において、中間領域３の傾斜角θ（すなわち、図２の断面図で示す中
間領域３と第１の領域１とが形成する角度）は、垂直の角度（θ＝９０°）より小さけれ
ば特に制限はなく、傾斜角θは、１０°～８０°が好ましく、１５°～６０°がより好ま
しい。傾斜角θが上記の範囲内であると、スパッタリングの間において、この角部で生じ
得る異常放電を抑制することができ、それによりスパッタリングターゲットの寿命が延び
、さらに基板上に形成される薄膜の膜厚均一性も向上し得る。
【００５８】
　図２に示す中間領域３の幅ｄ６（すなわち、第１の領域１と、第２の領域２との間の距
離（水平方向））は、例えば０．１ｍｍ～２３．０ｍｍ、好ましくは０．１ｍｍ～１８．
０ｍｍ、より好ましくは０．５ｍｍ～７．５ｍｍである。中間領域の幅ｄ６の値が大きい
ほど中間領域３の傾斜角θは小さくなり（すなわち、中間領域３の傾斜は、緩やかとなり
）、上述の通り、その角部での異常放電を抑制することができる。ただし、このとき、第
１の領域１の直径（又は半径ｒ１）は、上述の通り、スパッタリングターゲットＳの直径
（又は半径ｒｓ）の６０％～８０％の範囲内である。そうすることで、スパッタリングタ
ーゲットの長寿命化や、優れた膜厚均一性、粗大粒子の付着による歩留り低下を防止する
ことができるなどの効果が得られる。
【００５９】
　＜支持部材６＞
　図１および２に示すように、本発明のスパッタリングターゲット１０は、上述のターゲ
ット材Ｔを載置して、例えばマグネトロンスパッタリング装置などのスパッタリング装置
に固定するための支持部材６を更に含んでいてもよい。
【００６０】
　支持部材６は金属製であり、例えば、アルミニウム、銅、鉄、クロム、ニッケルなどの
金属およびその合金からなる群から選択される材料から作製され得るものである。
【００６１】
　支持部材６は、上述のターゲット材Ｔを配置するためのリング部から主に構成され、さ
らに支持部材６のスパッタリング装置への固定を可能とするためのフランジ部７を含んで
いてもよい。なお、支持部材６のリング部およびフランジ部７は、切削加工等により、上
記の材料から一体的に形成されることが好ましい。
【００６２】
　リング部の厚さ（すなわち壁厚）に特に制限はなく、例えば５ｍｍ～２０ｍｍ、好まし
くは１０ｍｍ～１５ｍｍである。リング部の厚さは、均一であっても、そうでなくてもよ
い。従って、フランジ部７に近づくにつれて、その厚さが増加するように形成されていて
もよい。
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【００６３】
　一般に、支持部材６のリング部の上面にターゲット材Ｔを配置するが、ターゲット材Ｔ
は、その接合部ｘにおいて、電子ビーム（ＥＢ）溶接等の溶接によって、支持部材６のリ
ング部に結合されていることが好ましい。また、支持部材６のリング部の外側の周縁部は
ターゲット材Ｔの外側の周縁部５と面一に形成されていることが好ましい。
【００６４】
　また、フランジ部７には、スパッタリング装置へのボルト等の締結具による固定を可能
とするために、複数の孔が形成されていてもよい。
【００６５】
　フランジ部７の厚さに特に制限はなく、例えば５ｍｍ～１５ｍｍ、好ましくは８ｍｍ～
１２ｍｍ、より好ましくは１０ｍｍ～１１ｍｍである。また、フランジ部７の厚さは均一
であることが好ましい。
【００６６】
　また、支持部材６の高さに特に制限はなく、例えば１０ｍｍ～３０ｍｍ、好ましくは２
０ｍｍ～２９ｍｍ、より好ましくは２５ｍｍ～２９ｍｍである。
【００６７】
　また、スパッタリングターゲット全体の高さ（すなわち、ターゲット材Ｔの第２の領域
の上面から支持部材６のフランジ部７の裏面までの距離）に特に制限はなく、例えば４５
ｍｍ～７０ｍｍ、好ましくは５０ｍｍ～６５ｍｍ、より好ましくは５０ｍｍ～６０ｍｍで
ある。
【００６８】
　＜スパッタリングターゲットの製造方法＞
　本発明のスパッタリングターゲットの製造方法では、例えば、まず、ターゲット材Ｔの
材料を混合して溶融して鋳造することにより、スラブと呼ばれる鋳塊を形成し、かかる鋳
塊を圧延して熱処理した後に任意の寸法で円盤状にくり抜き、ターゲット材の予備成形体
を得る。
【００６９】
　次に、このターゲット材の予備成形体と、予め作製しておいた支持部材６とを溶接（好
ましくはＥＢ溶接）により接合した後、このターゲット材の予備成形体を切削加工により
所望の形状に成形することによって、本発明のスパッタリングターゲット１０を製造する
ことができる。
【００７０】
　なお、本発明のスパッタリングターゲット１０の製造方法は、かかる方法に限定される
ものではない。
【００７１】
　＜スパッタリング装置＞
　本発明のスパッタリングターゲットを使用することのできるスパッタリング装置に特に
制限はなく、市販のスパッタリング装置を何ら制限なく使用することができる。
【００７２】
　なかでも、マグネトロンスパッタリング装置を使用することが好ましい。マグネトロン
スパッタリング装置では、プラズマ化（又はイオン化）したアルゴンなどの不活性ガスを
マグネットを利用して捕捉することができるので、ターゲット材から、ターゲット原子を
効率よく叩き出し、基板上での成膜速度を高めることができる。
【００７３】
　マグネトロンスパッタリング装置としては、アプライド・マテリアルズ社製の「エンデ
ュラ（Ｅｎｄｕｒａ）」と呼ばれる装置を使用することが好ましく、そのなかでもデュラ
タイプ（Ｄｕｒａ－ｔｙｐｅ）のマグネットを利用したものが特に好ましい。
【００７４】
　＜基板＞
　本発明のスパッタリングターゲットおよび上述のスパッタリング装置を使用して、その
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上に薄膜を形成することのできる基板としては、特に制限はなく、例えば、シリコン、銅
等の金属ウエハや、酸化亜鉛、酸化マグネシウム等の酸化物ウエハ、石英、パイレックス
等のガラス基板や、樹脂基板などを使用することができる。
【００７５】
　基板の寸法に特に制限はなく、その直径は、例えば１００ｍｍ～４５０ｍｍ、好ましく
は１５０ｍｍ～３００ｍｍ、より好ましくは２００ｍｍである。
【００７６】
　＜本発明のスパッタリングターゲットの寿命＞
　本発明のスパッタリングターゲットは、積算電力で１８００ｋＷｈ以上、好ましくは２
０００ｋＷｈ以上の長寿命を有する。これは、従来の標準形状のターゲット材を有するス
パッタリングターゲットの寿命（１２００ｋＷｈ）の１．５倍以上である。
【００７７】
　本発明のスパッタリングターゲットにおいて、このような長寿命が得られるのは、本発
明のスパッタリングターゲットが上述の形状および寸法のターゲット材Ｔを含むことに起
因する（図２参照）。
【００７８】
　そのなかでも特にターゲット材Ｔのスパッタリング面Ｓが第１の領域１と第２の領域２
とを有し、第１の領域１が第２の領域２に対して、最大で第２の領域２の厚さの１５％低
い位置、より具体的には４ｍｍまたはそれよりも低い位置にあり、なおかつスパッタリン
グ面Ｓの中央に位置する第１の領域１の直径がスパッタリング面Ｓの外周の直径の６０％
～８０％であることに起因する。
【００７９】
　また、ターゲット材Ｔの周縁部５に段差がないことや、中間領域３の傾斜角θが８０°
以下であることもスパッタリングターゲットの長寿命化に貢献し得る。
【００８０】
　＜本発明のスパッタリングターゲットによって基板上に形成される薄膜の膜厚均一性＞
　本発明のスパッタリングターゲットによって基板上に形成される薄膜の膜厚均一性は、
基板上に形成される薄膜の所定の４９点にて測定した薄膜のシート抵抗値ＲＳ（Ω／□）
と、既知の薄膜の体積抵抗率ＲＶ（Ω・ｍ）とにより、式：ｔ＝ＲＶ／ＲＳ×１０６から
求められる膜厚ｔ（μｍ）の値の最大値（ｍａｘ）と最小値（ｍｉｎ）とに基づいて、式
：（ｍａｘ－ｍｉｎ）／（ｍａｘ＋ｍｉｎ）×１００（％）から求めることができる。な
お、アルミニウム薄膜の場合、ＲＶ＝２．９×１０－８（Ω・ｍ）である。
【００８１】
　ここで、薄膜のシート抵抗値（Ω／□）は、例えば、ＫＬＡテンコール社製Ｏｍｎｉｍ
ａｐ ＲＳ３５ｃを用いて測定することができる。測定を行う所定の４９点は、例えば直
径が２００ｍｍの基板を用いる場合には、例えば図９に示すように、基板の外周から１０
ｍｍの間隔を設けて（Ｅｄｇｅ　Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ＝１０ｍｍ）、中心に１点（Ｐｏｉ
ｎｔ　１）、その中心から３０ｍｍの箇所に基板の円周に沿って等間隔に設けた８点（Ｐ
ｏｉｎｔ　２－９）、中心から６０ｍｍの箇所に基板の円周に沿って等間隔に設けた１６
点（Ｐｏｉｎｔ　１０－２５）、さらに中心から９０ｍｍの箇所に基板の円周に沿って等
間隔に設けた２４点（Ｐｏｉｎｔ　２６－４９）の合計４９点である。
【００８２】
　本発明において、上述の膜厚均一性は、４％未満であり、好ましくは３％未満であり、
より好ましくは２％未満であり、スパッタリングの初期段階（例えば０～３００ｋＷｈ）
においても４％未満であり、好ましくは３％未満であり、より好ましくは２％未満の膜厚
均一性を達成することができる。また、１８００ｋＷｈ以上、好ましくは２０００ｋＷｈ
の長時間が経過した時点であっても、膜厚均一性は、４％未満であり、好ましくは３％未
満であり、より好ましくは２％未満である。
【００８３】
　従って、本発明では、スパッタリングターゲットの長寿命化だけでなく、スパッタリン
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グの初期段階から１８００ｋＷｈ以上が経過した時点であっても、優れた膜厚均一性を得
ることができる。
【００８４】
　以下の実施例において、本発明のスパッタリングターゲットをさらに詳しく説明するが
、本発明は、以下のスパッタリングターゲットに限定されるものではない。
【実施例】
【００８５】
　＜実施例１＞
　純度９９．９９９％以上のアルミニウムに、０．５重量％の銅を添加し、これらの混合
物を溶融して鋳造して得られる鋳塊（スラブ）を圧延して熱処理した後に円盤状にくり抜
き、ターゲット材の予備成形体を得た。
【００８６】
　かかるターゲット材の予備成形体と、図２に示す形状の支持部材６とを電子ビーム（Ｅ
Ｂ）溶接にて接合し、さらに切削加工によりターゲット材の予備成形体を図２に示すター
ゲット材Ｔの形状に成形することにより、本発明のスパッタリングターゲットを製造した
。ターゲット材Ｔの各寸法は、以下の通りである。
【００８７】
　ｒｓ：１５９．５７ｍｍ
　ｒ１：１１２．００ｍｍ
　ｄ１：１．６５ｍｍ（第２の領域２の厚さｄ３の５．９８％）
　ｄ２：２３．９４ｍｍ
　ｄ３：２７．６０ｍｍ
　ｄ４：３１９．１４ｍｍ
　ｄ５：４４．５７ｍｍ
　ｄ６：３．００ｍｍ
　θ：２９°
　ｒ１／ｒｓ：７０．２％
　スパッタリングターゲット全体の高さ（第２の領域の上面から支持部材のフランジ部の
裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【００８８】
　＜参照例＞
　実施例１と同様にして、図３に示す標準形状のターゲット材Ｔ０を備えたスパッタリン
グターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔ０の支持部材は、実施例１と同一形状の
ものを使用した。
【００８９】
　標準形状のターゲット材Ｔ０の形状は、図３の断面図に示す通りであり、各寸法は、以
下の通りである。
【００９０】
　　スパッタリング面の直径：３２３．４２ｍｍ
　　ターゲット材Ｔ０の接合部ｘを除く最大厚さｄ０：１９．６１ｍｍ
　　スパッタリングターゲット全体の高さ（ターゲット材Ｔ０の上面から支持部材のフラ
ンジ部の裏面までの距離）：４８．２６ｍｍ
【００９１】
　＜比較例１＞
　実施例１と同様にして、図４の断面図および図６の上面図に示す形状のターゲット材Ｔ
ｃ１を備えたスパッタリングターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔｃ１の支持部
材は、実施例１と同一形状のものを使用した。
【００９２】
　ターゲット材Ｔｃ１は、参照例の標準形状のターゲット材Ｔ０の厚さを全体的に均一に
して、ｄ１０だけ増加させたものである（図４の断面図参照）。なお、図４のターゲット
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材Ｔｃ１において、点線Ｌは、参照例の標準形状のターゲット材Ｔ０のスパッタリング面
の位置を示す。
【００９３】
　ターゲット材Ｔｃ１の各寸法は、以下の通りである。
【００９４】
　　ターゲット材Ｔｃ１の厚さ（ｄ０＋ｄ１０）：２７．６１ｍｍ
　　ｄ０：１９．６１ｍｍ
　　ｄ１０：８．００ｍｍ
　　スパッタリング面の直径（平面領域１０１の直径）ｄ１１：３１９．１４ｍｍ
　スパッタリングターゲット全体の高さ（ターゲット材ＴＣ１の上面から支持部材のフラ
ンジ部の裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【００９５】
　＜比較例２＞
　実施例１と同様にして、図４の断面図および図６の上面図に示す形状のターゲット材Ｔ
ｃ２を備えたスパッタリングターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔｃ２の支持部
材は、実施例１と同一の形状のものを使用した。
【００９６】
　ターゲット材Ｔｃ２は、比較例１のターゲット材Ｔｃ１の周縁部に段差を設けたもので
ある（図４の断面図参照）。
【００９７】
　ターゲット材Ｔｃ２の各寸法は、以下の通りである。
【００９８】
　　ターゲット材Ｔｃ２の厚さ（ｄ０＋ｄ１０）：２７．６１ｍｍ
　　ｄ０：１９．６１ｍｍ
　　ｄ１０：８．００ｍｍ
　　ｄ１２（中心平面領域１０２の直径）：２６０．００ｍｍ
　　ｄ１３（段差部の幅）：１６．７１ｍｍ
　　ｄ１４（傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　スパッタリングターゲット全体の高さ（ターゲット材Ｔｃ２の最上面から支持部材のフ
ランジ部の裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【００９９】
　＜比較例３＞
　実施例１と同様にして、図５の断面図および図７の上面図に示す形状のターゲット材Ｔ
ｃ３を備えたスパッタリングターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔｃ３の支持部
材は、実施例１と同一形状のものを使用した。
【０１００】
　ターゲット材Ｔｃ３は、参照例の標準形状のターゲット材Ｔ０のスパッタリング面にリ
ング状の平面領域２０１を同心円状に隆起させて形成したものである（図５の断面図参照
）。
【０１０１】
　ターゲット材Ｔｃ３の各寸法は、以下の通りである。
【０１０２】
　　ｄ０：１９．６１ｍｍ
　　ｄ１５（リングの高さ）：８．００ｍｍ（ターゲット材の厚さ（ｄ０＋ｄ１５）の２
９．０％）
　　ｄ１６（中心平面領域１０３の直径）：２００．００ｍｍ
　　ｄ１７（リング状の平面領域２０１のリング幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ１８（リングの内側の傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ１９（リングの外側の傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ２０（段差部の幅）：１６．７１ｍｍ
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　スパッタリングターゲット全体の高さ（ターゲット材Ｔｃ３の最上面から支持部材のフ
ランジ部の裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【０１０３】
　＜比較例４＞
　実施例１と同様にして、図５の断面図および図７の上面図に示す形状のターゲット材Ｔ
ｃ４を備えたスパッタリングターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔｃ４の支持部
材は、実施例１と同一形状のものを使用した。
【０１０４】
　ターゲット材Ｔｃ４は、参照例の標準形状のターゲット材Ｔ０のスパッタリング面に二
重のリング状の平面領域２０２（外側）および２０３（内側）を同心円状に隆起させて形
成したものである（図５の断面図参照）。
【０１０５】
　ターゲット材Ｔｃ４の各寸法は、以下の通りである。
【０１０６】
　　ｄ０：１９．６１ｍｍ
　　ｄ２１（内側リングの高さ）：８．００ｍｍ（ターゲット材の厚さ（ｄ０＋ｄ２１（
＝ｄ０＋ｄ２２））の２９．０％）
　　ｄ２２（外側リングの高さ）：８．００ｍｍ（ターゲット材の厚さ（ｄ０＋ｄ２１（
＝ｄ０＋ｄ２２））の２９．０％）
　　ｄ２３（中心平面領域１０４の直径）：１０．００ｍｍ
　　ｄ２４（内側リングのリング幅）：２０．００ｍｍ
　　ｄ２５（内側リングの内側傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ２６（内側リングの外側傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ２７（外側リングのリング幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ２８（外側リングの内側傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ２９（外側リングの外側傾斜部の幅）：１５．００ｍｍ
　　ｄ３０（段差部の幅）：１６．７１ｍｍ
　　ｄ３１（外側平面領域１０５の幅）：４５．００ｍｍ
　スパッタリングターゲット全体の高さ（ターゲット材ＴＣ４の最上面から支持部材のフ
ランジ部の裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【０１０７】
　＜比較例５＞
　実施例１と同様にして、図８の上面図および断面図に示す形状のターゲット材Ｔｃ５を
備えたスパッタリングターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔｃ５の支持部材は、
実施例１と同一形状のものを使用した。
【０１０８】
　ターゲット材Ｔｃ５の形状は、主に、実施例１のターゲット材Ｔ（図２）のｄ１および
ｄ２の寸法を変更し、さらに周縁部５に段差部９を形成したものである（図８の断面図参
照）。
【０１０９】
　ターゲット材Ｔｃ５の各寸法は、以下の通りである。
【０１１０】
　ｒｓ：１６１．７１ｍｍ
　ｒ１：１０５．００ｍｍ
　ｄ１：４．４９ｍｍ（第２の領域の厚さｄ３の１６．３％）
　ｄ２：２１．１１ｍｍ
　ｄ３：２７．６０ｍｍ
　ｄ４：３２３．４２ｍｍ
　ｄ５：１５．００ｍｍ
　ｄ６：１０．００ｍｍ
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　ｄ７：１５．００ｍｍ
　ｄ８：１６．７１ｍｍ
　ｄ９：１９．６１ｍｍ
　θ：２４°
　ｒ１／ｒｓ：６４．９％
　スパッタリングターゲット全体の高さ（第２の領域２の上面から支持部材のフランジ部
の裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【０１１１】
　＜比較例６＞
　ｒ１およびｄ５の寸法を変更したこと以外は、実施例１と同様にして、ターゲット材Ｔ
ｃ６を備えたスパッタリングターゲットを作製した。なお、ターゲット材Ｔｃ６の支持部
材は、実施例１と同一形状のものを使用した。
【０１１２】
　ターゲット材Ｔｃ６の各寸法は、以下の通りである。
【０１１３】
　ｒｓ：１５９．５７ｍｍ
　ｒ１：５２．００ｍｍ
　ｄ１：１．６５ｍｍ（第２の領域２の厚さｄ３の５．９８％）
　ｄ２：２３．９４ｍｍ
　ｄ３：２７．６０ｍｍ
　ｄ４：３１９．１４ｍｍ
　ｄ５：１０４．５７ｍｍ
　ｄ６：３．００ｍｍ
　θ：２９°
　ｒ１／ｒｓ：３２．６％
　スパッタリングターゲット全体の高さ（第２の領域の上面から支持部材のフランジ部の
裏面までの距離）：５６．２６ｍｍ
【０１１４】
　＜スパッタリング＞
　マグネトロンスパッタリング装置（アプライド・マテリアルズ社製のＥｎｄｕｒａ　５
５００、マグネット：Ｄｕｒａ－ｔｙｐｅ）、ならびに実施例、参照例および比較例のス
パッタリングターゲットをそれぞれ使用して、直径が２００ｍｍの基板（ＬＧ Ｓｉｌｔ
ｒｏｎ社製のシリコン基板）に、以下の条件にて、薄膜を形成した。
【０１１５】
　スパッタリング条件
　　　出力：１０６００Ｗ
　　　不活性ガス：アルゴン
　　　チャンバ内圧力：２．７５ｍＴｏｒｒ
　　　基板温度：３００℃
　　　ターゲット－基板間の距離（ＴＳ距離）：３５ｍｍ（ターゲット材：Ｔ、Ｔｃ１～
Ｔｃ６）または４３ｍｍ（ターゲット材：Ｔ０）
【０１１６】
　＜スパッタリングターゲットの評価＞
【０１１７】
　実施例、参照例および比較例の各スパッタリングターゲットについて、上記の条件で０
～２０００ｋＷｈの範囲にわたって、スパッタリング操作を行い、各スパッタリングター
ゲットの寿命を評価した。
【０１１８】
　また、上記のスパッタリング条件において、実施例、参照例および比較例の各スパッタ
リングターゲットを用いて、基板上に形成した薄膜のシート抵抗値（Ω／□）を所定の積
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算電力で図９に示す４９点で測定し、そこから各点における膜厚を算出し、その最大値（
ｍａｘ）と最小値（ｍｉｎ）とから、式：（ｍａｘ－ｍｉｎ）／（ｍａｘ＋ｍｉｎ）×１
００（％）に従って、膜厚均一性を決定し、各スパッタリングターゲットによって、各基
板上に形成された薄膜の膜厚均一性を評価した。
【０１１９】
　それと同時に、上記の４９点で測定したシート抵抗値（Ω／□）から膜厚を算出し、そ
こから標準偏差σを計算し、１σ％（パーセント１シグマ）の値を算出した。なお、ここ
で標準偏差σは、下式で算出されるものである。
【０１２０】
【数１】

【０１２１】
　式中、ｎはデータ数、ＸＡＶＥは平均値を表す。
【０１２２】
　さらに、この４９点で測定したシート抵抗値（Ω／□）から算出した膜厚の平均値に対
して、図９に示す中央の１点（Ｐｏｉｎｔ　１）、その周囲の８点（Ｐｏｉｎｔ　２－９
（中心からの距離：３０ｍｍ））、その周囲の１６点（Ｐｏｉｎｔ　１０－２５（中心か
らの距離：６０ｍｍ））、さらにその周囲の２４点（Ｐｏｉｎｔ　２６－４９（中心から
の距離：９０ｍｍ））の割合をそれぞれパーセントで算出した（平均膜厚に対する膜厚（
％））。
【０１２３】
　・参照例のスパッタリングターゲットの評価結果
　図１０のグラフに示す通り、参照例の標準形状のスパッタリングターゲット（ターゲッ
ト材Ｔ０（図４参照））では、膜厚均一性に優れるが、その寿命は１２００ｋＷｈであり
、十分に満足できるものではなかった。
【０１２４】
　また、図１１のグラフに示す通り、参照例の標準形状のスパッタリングターゲットでは
、基板上に形成した薄膜の全面にわたって（すなわち、Ｐｏｉｎｔ　１～４９のすべてに
おいて）、ある程度の膜厚均一性は確保できるが、その中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）におい
て、その膜厚が低いことがわかった。
【０１２５】
　・実施例１のスパッタリングターゲットの評価結果
　図１２のグラフに示す通り、本発明の実施例１のスパッタリングターゲット（ターゲッ
ト材Ｔ（図２参照））では、２０００ｋＷｈの長寿命を有することが明らかとなった。な
お、参照例の標準形状のスパッタリングターゲットの寿命は、上述の通り１２００ｋＷｈ
であり（図１０および１２）、これに対して、本発明の実施例１のスパッタリングターゲ
ットは、参照例の標準形状のスパッタリングターゲットの１．５倍以上の寿命を有するこ
とがわかった。
【０１２６】
　また、図１２のグラフに示す通り、本発明の実施例１のスパッタリングターゲットによ
ると、０～２０００ｋＷｈの全域において、上述の参照例の標準形状のスパッタリングタ
ーゲットよりも優れた膜厚均一性を示すことがわかった。
【０１２７】
　さらに図１３のグラフに示す通り、本発明の実施例１のスパッタリングターゲットによ
ると、０～２０００ｋＷｈの全域にわたって、基板上に形成した薄膜の全面において、優
れた膜厚均一性を提供できることがわかった。
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【０１２８】
　このように、本発明の実施例１のスパッタリングターゲットは、２０００ｋＷｈの長寿
命を有し、なおかつ０～２０００ｋＷｈの寿命の全域において、基板の全面にわたって、
優れた膜厚均一性を提供できることがわかった。
【０１２９】
　・比較例１のスパッタリングターゲットの評価結果
　図１４に示す通り、比較例１のスパッタリングターゲット（ターゲット材Ｔｃ１（図４
参照））では、２０００ｋＷｈまでスパッタリングを行うことはできるが、その初期段階
、特に０～３００ｋＷｈにおいて、膜厚均一性が著しく悪化することがわかった。
【０１３０】
　また、図１５に示す通り、比較例１のスパッタリングターゲットでは、基板の中央部分
（Ｐｏｉｎｔ　１）において、膜厚が小さく、特にその初期段階（０～３００ｋＷｈ）に
おいて、基板の中央部分（Ｐｏｉｎｔ　１）の膜厚が著しく小さいことがわかった。
【０１３１】
　このように、ターゲット材の厚さを単に全体的に増加させただけでは（図４のターゲッ
ト材Ｔｃ１参照）、スパッタリングの初期段階（０～３００ｋＷｈ）において、膜厚均一
性が悪く、特に、その中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）において、膜厚が著しく小さいことがわ
かった。
【０１３２】
　・比較例２のスパッタリングターゲットの評価結果
　図１６に示す通り、比較例２のスパッタリングターゲット（ターゲット材Ｔｃ２（図４
参照））は、スパッタリングの直後の初期段階から、膜厚均一性が著しく悪化することが
わかった。
【０１３３】
　さらに、図１６に示す通り、比較例２のスパッタリングターゲットでは、８００ｋＷｈ
の時点から、膜厚均一性が著しく悪化するため（膜厚均一性：（ｍａｘ－ｍｉｎ）／（ｍ
ａｘ＋ｍｉｎ）＝５．４％、１σ＝３．７％）、もはやそれ以上、スパッタリングを続け
ても、スパッタリングターゲットの長寿命化は達成できないことが明らかとなった。
【０１３４】
　また、図１７に示す通り、比較例２のスパッタリングターゲットでは、スパッタリング
の直後の初期段階から、基板の外周部（Ｐｏｉｎｔ　２６－４９）において形成される薄
膜の膜厚は小さく、基板の全面にわたって均一な膜厚が得られないことがわかった。
【０１３５】
　このように、ターゲット材の厚さを単に全体的に増加させ、さらにターゲット材の周縁
部に段差を設けると（図４のターゲット材Ｔｃ２参照）、スパッタリングの初期段階から
、膜厚均一性が著しく悪化することがわかった。
【０１３６】
　また、図１８には、比較例２のスパッタリングターゲットにおけるターゲット材のエロ
ージョン量を示す。図１８において、実線は、参照例のスパッタリングターゲットのター
ゲット材のエロージョン量を示し、破線は、比較例２のスパッタリングターゲットのター
ゲット材のエロージョン量を示す（０～８００ｋＷｈで４００ｋＷｈ毎）。
【０１３７】
　図１８から、比較例２のスパッタリングターゲットでは、参照例と比べて、ターゲット
材の最も消費される部分がより外周部付近にあることがわかった。その結果、基板の外周
部からより遠い位置のスパッタ量が増え、基板の外周部（Ｐｏｉｎｔ　２６－４９）へ到
達することなく消費されてしまうので、基板の外周部（Ｐｏｉｎｔ　２６－４９）での膜
厚が減少する。このことは、上述の図１７のグラフに示す結果と一致する。
【０１３８】
　・比較例３、４および５のスパッタリングターゲットの評価結果
　以下の表に示す通り、比較例３、４および５のスパッタリングターゲットは、いずれも
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初期段階（特に１００ｋＷｈ）での膜厚均一性が著しく悪いことが明らかとなった。
【０１３９】
　・比較例６のスパッタリングターゲットの評価結果
　以下の表に示す通り、比較例６のスパッタリングターゲットは、第１の領域の直径がス
パッタリング面の外周の直径の３２．６％であることから、第１の領域の直径がスパッタ
リング面の外周の直径の７０．２％である実施例１に比べると、膜厚均一性が悪化するこ
とがわかった。
【０１４０】
【表１】

【０１４１】
　なお、比較例３、４および５のスパッタリングターゲットにおいても、上述の比較例２
と同様に、スパッタリングターゲットの長寿命化が達成できないことも明らかとなった。
【０１４２】
　・段差についての検討
　ここで、ターゲット材の周縁部に段差のない参照例（図３、ターゲット材Ｔ０参照）、
本発明の実施例１（図３、ターゲット材Ｔ参照）および比較例１（図４、ターゲット材Ｔ
ｃ１参照）について、膜厚均一性の結果を以下の表にまとめる（図１０、１２および１４
の結果もあわせて参照のこと）。
【０１４３】
【表２】

【０１４４】
　これらの結果からも、実施例１のように、ターゲット材の周縁部に段差がない場合には
、優れた膜厚均一性が得られることが実証されている。特に本発明の実施例１では、参照
例および比較例１と比べても、その膜厚均一性は、初期および長期の両方、特に初期段階
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において、飛躍的に向上していることがわかる。
【０１４５】
　従って、スパッタリングターゲットの長寿命化および膜均一性の向上において、ターゲ
ット材の周縁部に段差を設けない方が良いことが実証されている。
【０１４６】
　なお、参照例および比較例１では、１００ｋＷｈでの１σの値がそれぞれ１．２％（参
照例）、１．３％（比較例１）であり、いずれの場合においても、膜厚均一性が良好なよ
うに見える。しかし、比較例１では、上述の図１４および図１５で説明した通り、初期段
階（０～３００ｋＷｈ）における膜厚均一性は、著しく悪く、また、図１５に示すように
、特に、初期段階（０～３００ｋＷｈ）において、測定した４９点のうち、その中心点（
Ｐｏｉｎｔ　１）の膜厚だけが著しく低いものであった。そして、このような結果は、そ
の中心点（Ｐｏｉｎｔ　１）の膜厚が、１σの計算に殆ど反映されないため、１σの値か
らは、見かけ上、膜厚均一性が良いように見えるからである。従って、このようなことか
ら、１σの値によって膜厚均一性を評価することは、あまり適切でないこともわかった。
【０１４７】
　・ターゲット材のエロージョン量に基づく長寿命化の検討
　参照例、比較例１および実施例１の各スパッタリングターゲットについて測定したター
ゲット材のエロージョン量を図１９に示す。破線は、参照例でのエロージョンを示し、点
線は、比較例１でのエロージョンを示し、実線は、実施例１でのエロージョンを示す（４
００～２０００ｋＷｈで、４００、８００、１２００および２０００ｋＷｈ、ただし、参
照例は、１２００ｋＷｈまで）。
【０１４８】
　図１９のグラフから、本発明の実施例１のスパッタリングターゲットにおいては、中心
から７０～１２５ｍｍの部分、特に中心から９０ｍｍ付近（すなわち、スパッタリング面
の半径１５９．５７ｍｍに対して５６．４％）から１２５ｍｍ付近（スパッタリング面の
半径１５９．５７ｍｍに対して７８．３％）にかけて、エロージョンが増加することが分
かった。
【０１４９】
　従って、スパッタリング面の外周の直径の６０％～８０％の領域にかけて、本発明の第
１の領域を設けることによって、ターゲット材の長寿命化および優れた膜厚均一性が達成
できることがわかった。
【０１５０】
　・膜厚均一性の向上の検討
【０１５１】
　参照例、比較例１および比較例２の結果から、スパッタリング面の厚さを単に増加させ
ただけでは、基板上に形成される薄膜の膜厚均一性は、向上しないことがわかった（図１
０、１１、１４～１７）。
【０１５２】
　また、図１１および図１５に示すグラフから、スパッタリングの初期段階（特に、０～
３００ｋＷｈ付近）において、基板上に形成される薄膜の中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）の膜
厚が極端に小さいことが明らかとなった（特に図１５の比較例１のターゲット材Ｔｃ１の
場合）。
【０１５３】
　なお、比較例１のターゲット材Ｔｃ１を使用した場合において、このように基板上に形
成される薄膜の中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）の膜厚が極端に薄くなる原因は、ターゲット材
の厚さを増したことにより、ターゲット材－基板間の距離（ＴＳ距離）が短くなり、そし
て図１９に示すようにターゲット材の外周付近が激しく消費されることによって、基板の
外周部の膜厚が大きくなり、基板の中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）での膜の形成量が相対的に
低下したためであると考えられる。
【０１５４】
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　また、図２０および２１に示すように、スパッタリングの極めて初期段階（特に０～１
６０ｋＷｈ）において、図２０に示す比較例４（ターゲット材Ｔｃ４）と比べて、図２１
に示す比較例３（ターゲット材Ｔｃ３）では、基板の中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）に形成さ
れる薄膜の膜厚が向上することが明らかとなった。
【０１５５】
　これは、図２０に示す比較例４（ターゲット材Ｔｃ４）では、スパッタリング面の中央
付近にリング状の凸部が形成されているために中央付近が肉厚となっているのに対して、
図２１に示す比較例３（ターゲット材Ｔｃ３）では、スパッタリング面の中央部付近が一
定の範囲で平坦であることに起因するものと考えられる（図５）。
【０１５６】
　従って、スパッタリング面の中央部は、ある程度の範囲にわたって、好ましくは上述の
通り、スパッタリング面の外周の直径の６０％～８０％の範囲にわたって平坦であると（
図１９参照）、スパッタリングの初期段階において、基板上に形成される薄膜の中央部（
Ｐｏｉｎｔ　１）の膜厚を増加させて、膜厚均一性を向上させることができることがわか
った。
【０１５７】
　また、上述の図２０および２１に示す結果は、スパッタリングターゲットの中央部の厚
さと、基板上に形成される薄膜の中央部（Ｐｏｉｎｔ　１）の膜厚との間に何らかの相関
関係があることを示唆している。
【０１５８】
　そこで、図２に示す本発明の実施例１のスパッタリングターゲットにおいて、ｄ１を変
更することによりターゲット材の中央部の厚さｄ２を変更して、初期段階（特に１００ｋ
Ｗｈ）において、基板上に形成される薄膜の膜厚を測定した。その結果を図２２に示す。
【０１５９】
　図２２に示す結果では、ｄ１の値が８ｍｍから小さくなるにつれて、各ポイントでの膜
厚が収束して膜厚均一性が向上することが明らかとなった。なかでも、ｄ１が４．０ｍｍ
以下、特に１．６５ｍｍにおいて、膜厚均一性が顕著に向上することが明らかとなった。
【０１６０】
　従って、ｄ１の値を、好ましくは４．０ｍｍ以下にすること（従って、第１の領域を第
２の領域に対して、最大で第２の領域の厚さの１５％低い位置に配置すること）によって
、基板上に形成される薄膜の膜厚均一性を向上させることができた。
【０１６１】
　本願は、２０１４年１月２１日に日本国で出願された特願２０１４－００８７４０を基
礎として、その優先権を主張するものであり、その内容はすべて本明細書中に参照するこ
とにより援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明のスパッタリングターゲットは、市販のスパッタリング装置、特にマグネトロン
スパッタリング装置において利用することができ、積算電力で１８００ｋＷｈ以上の長寿
命を提供し、なおかつ、その間にわたって、優れた膜厚均一性を有する薄膜を基板上に形
成することができるので有益である。
【符号の説明】
【０１６３】
　　　１　第１の領域
　　　２　第２の領域
　　　３　第１の領域と第２の領域との間の中間領域
　　　　　（または第２の領域の内側の周囲部）
　　　４　ターゲット材の裏面（スパッタリング面の反対側の面）
　　　５　ターゲット材の周縁部
　　　６　支持部材
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　　　７　フランジ部
　　　８　第２の領域の外側の周囲部
　　　９　ターゲット材の周縁部に設けた段差部
　　１０　本発明のスパッタリングターゲット
　１０１　比較例１のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ１の平面領域（スパ
ッタリング面）
　１０２　比較例２のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ２の平面領域
　１０３　比較例３のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ３の中心平面領域
　１０４　比較例４のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ４の中心平面領域
　１０５　比較例４のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ４の外側平面領域
　２０１　比較例３のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ３のリング状の平面
領域
　２０２　比較例４のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ４の二重リングの外
側のリング状の平面領域
　２０３　比較例４のスパッタリングターゲットのターゲット材Ｔｃ４の二重リングの内
側のリング状の平面領域
　　　Ｓ　　　　　　スパッタリング面
　　　Ｔ　　　　　　ターゲット材
　　　Ｔ０ 　　　　　標準形状のターゲット材
　　　Ｔｃ１～Ｔｃ６　比較例１～６のスパッタリングターゲットのターゲット材
　　　ｘ　ターゲット材の支持部材との接合部

【図１】 【図２】
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